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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

半期報告書を提出したこと等に伴い、平成27年８月12日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」と

いう。）の一部に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するために本訂正届出書を提出するものです。

　

２【訂正箇所および訂正事項】

下線部＿が訂正部分です。また、原届出書の更新後の内容を記載する場合は「訂正・更新する旨」、原届出書に追

加される内容を記載する場合は「追加する旨」を記しています。
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第二部 【ファンド情報】

 

第１ 【ファンドの状況】

 

１ 【ファンドの性格】

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

(略)

③ファンドの特色

※以下の内容に訂正・更新します。

 

(略)　
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(3) 【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

(略)

③委託会社の概況（平成27年８月12日現在）

(略)

 

＜訂正後＞

(略)

③委託会社の概況（平成28年２月12日現在）

(略)

 

２ 【投資方針】

(2) 【投資対象】

(略)

＜訂正前＞

〔参考情報〕

投資対象ファンドの概要

投資対象ファンドは2015年８月12日現在において以下を想定しています。ただし、今後投資対象から外したり、新

たなファンドを投資対象とする場合があります。

(略)

 

＜訂正後＞

〔参考情報〕

投資対象ファンドの概要

投資対象ファンドは2016年２月12日現在において以下を想定しています。ただし、今後投資対象から外したり、新

たなファンドを投資対象とする場合があります。

(略)
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３ 【投資リスク】

※以下の内容に訂正・更新します。

 

(略)

(略)
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４ 【手数料等及び税金】

(5) 【課税上の取扱い】

※以下の内容に訂正・更新します。

 

収益分配時・換金（解約）・償還時に受益者が負担する税金は平成28年２月12日現在、以下の通りです。なお、

以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。

①  個人の受益者に対する課税

イ．収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315％（所得税15％、復興特

別所得税0.315％及び地方税5％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。なお、確定

申告による総合課税（配当控除は適用されません。）もしくは申告分離課税のいずれかを選択することも可能

です。

 

ロ．解約金及び償還金に対する課税

換金（解約）及び償還時の差益（個別元本超過額）は譲渡所得とみなされ、20.315％（所得税15％、復興特

別所得税0.315％及び地方税5％）の税率により、申告分離課税が適用されます。

なお、源泉徴収口座（特定口座）を選択することも可能です。

 

・少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

　公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得

及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定

の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(略)
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５【運用状況】

※以下の内容に訂正・更新します。

 

（１）【投資状況】

(平成27年11月30日現在)

資産の種類 国　名
時価合計
（円）

投資比率
（％）

投資信託受益証券 アメリカ 2,614,668,767 98.52

現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 39,384,536 1.48

合計(純資産総額) 2,654,053,303 100.00
 

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(注2)比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100％にならない場合があります。

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年11月30日現在)

国／
地域

種　類 銘　柄　名
数量
(口数)

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(％)

アメリカ
投資信託
受益証券

SCHWAB US SMALL-CAP ETF 232,356 6,983.33 1,622,619,762 6,766.15 1,572,156,432 59.24

アメリカ
投資信託
受益証券

VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-
CAP

89,774 12,703.12 1,140,410,528 11,612.63 1,042,512,335 39.28
 

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

種類別投資比率

(平成27年11月30日現在)

種　　類 投資比率（％）

投資信託受益証券 98.52

合　　計 98.52
 

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。
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（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

平成27年11月30日（直近日）現在、同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次

の通りです。

年　月　日

純資産総額
（円）

1万口当たり純資産額
（円）

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）

第1計算期間末 (平成26年 5月12日) 1,062,866,767 1,062,866,767 11,327 11,327

第2計算期間末 (平成27年 5月12日) 2,133,522,462 2,133,522,462 14,289 14,289

 平成26年11月末日 1,614,290,606 ― 13,274 ―

 　　　　12月末日 1,702,310,980 ― 13,458 ―

 平成27年 1月末日 1,732,211,484 ― 13,142 ―

 　　　　 2月末日 1,904,732,364 ― 13,888 ―

 　　　　 3月末日 2,031,248,216 ― 14,067 ―

 　　　　 4月末日 2,102,503,815 ― 14,203 ―

 　　　　 5月末日 2,241,215,233 ― 14,839 ―

 　　　　 6月末日 2,310,319,475 ― 14,383 ―

 　　　　 7月末日 2,433,729,965 ― 14,347 ―

 　　　　 8月末日 2,339,167,921 ― 13,279 ―

 　　　　 9月末日 2,277,075,704 ― 12,424 ―

 　　　　10月末日 2,529,692,896 ― 13,394 ―

 　　　　11月末日 2,654,053,303 ― 13,770 ―
 

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

　

②【分配の推移】

期 計算期間 1万口当たりの分配金（円）

第1計算期 平成25年 5月13日～平成26年 5月12日 0

第2計算期 平成26年 5月13日～平成27年 5月12日 0
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③【収益率の推移】

期 計算期間 収益率（％）

第1計算期間 平成25年 5月13日～平成26年 5月12日 13.27

第2計算期間 平成26年 5月13日～平成27年 5月12日 26.15

第3計算期間(中間期) 平成27年 5月13日～平成27年11月12日 △4.65
 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額

（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗

じて得た数を記載しております。

なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末（設定時）の基準価額を10,000円として計算しております。

 

（４）【設定及び解約の実績】

下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済み口数は次の通りです。

 

期 計算期間
設定数量
（口）

解約数量
（口）

発行済み数量
（口）

第1計算期間 平成25年 5月13日～平成26年 5月12日 1,486,929,623 548,553,959 938,375,664

第2計算期間 平成26年 5月13日～平成27年 5月12日 1,164,850,914 610,150,114 1,493,076,464

第3計算期間
(中間期)

平成27年 5月13日～平成27年11月12日 664,576,083 257,385,021 1,900,267,526
 

（注）本邦外における販売、解約の実績はありません。

第1計算期間の設定数量には当初設定数量を含みます。
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（参考情報）
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第２ 【管理及び運営】

 

２ 【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

 (ⅰ)一部解約

(略)

 

（ⅱ）反対受益者の受益権買取請求の不適用

本ファンドは、受益者が信託約款第38条の規定による一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部

の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われるこ

ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、第39条に規定する信託契約の解約または第44条に規定する重大な

信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者によ

る受益権買取請求の規定の適用を受けません。

※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている

振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一

部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の

口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。

 

＜訂正後＞

 (ⅰ)一部解約

(略)

※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている

振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一

部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の

口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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第３【ファンドの経理状況】

 

※以下の内容を追加します。

 

【中間財務諸表】

1)　　本ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令

第38号）並びに、同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平

成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

 

2)　　本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間（平成27年5月13日から平成

27年11月12日まで）の中間財務諸表について、かえで監査法人による中間監査を受けております。
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【ＥＸＥ－ｉ　グローバル中小型株式ファンド】

（１）【中間貸借対照表】

          (単位：円)

          
第3期中間計算期間

平成27年11月12日現在

資産の部  

 流動資産  

  預金 129,729

  コール・ローン 69,659,839

  投資信託受益証券 2,556,964,381

  未収入金 3,121,476

  未収利息 19

  流動資産合計 2,629,875,444

 資産合計 2,629,875,444

負債の部  

 流動負債  

  派生商品評価勘定 58,995

  未払金 29,968,413

  未払解約金 7,602,240

  未払受託者報酬 386,022

  未払委託者報酬 2,573,404

  その他未払費用 108,000

  流動負債合計 40,697,074

 負債合計 40,697,074

純資産の部  

 元本等  

  元本 1,900,267,526

  剰余金  

   中間剰余金又は中間欠損金（△） 688,910,844

  元本等合計 2,589,178,370

 純資産合計 2,589,178,370

負債純資産合計 2,629,875,444
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】

          (単位：円)

          第3期中間計算期間
自　平成27年 5月13日
至　平成27年11月12日

営業収益  

 受取配当金 17,993,405

 受取利息 2,673

 有価証券売買等損益 △178,756,926

 為替差損益 49,353,449

 営業収益合計 △111,407,399

営業費用  

 受託者報酬 386,022

 委託者報酬 2,573,404

 その他費用 353,247

 営業費用合計 3,312,673

営業利益又は営業損失（△） △114,720,072

経常利益又は経常損失（△） △114,720,072

中間純利益又は中間純損失（△） △114,720,072

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

△9,081,640

期首剰余金又は期首欠損金（△） 640,445,998

剰余金増加額又は欠損金減少額 264,873,322

 
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

264,873,322

剰余金減少額又は欠損金増加額 110,770,044

 
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

110,770,044

中間剰余金又は中間欠損金（△） 688,910,844
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.有価証券の評価基準及び評価方

法

投資信託受益証券

移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。

  

２.デリバティブ等の評価基準及び

評価方法

外国為替予約取引

個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して

おります。

  

３.外貨建資産・負債の本邦通貨へ

の換算基準

信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

  

４.その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

外貨建資産等の会計処理

外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基

づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用し

ております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理

し、為替差損益を算定しております。
 

 

（中間貸借対照表に関する注記）

期別
第3期中間計算期間

平成27年11月12日現在

１. 計算期間の末日における受益権の総数 1,900,267,526口

２. 1口当たり純資産額 1.3625円

 (10,000口当たり純資産額) (13,625円)
 

 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第3期中間計算期間（自 平成27年 5月13日　至 平成27年11月12日）

該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目
第3期中間計算期間

平成27年11月12日現在

１.貸借対照表計上額、時価及びその

差額

中間貸借対照表上の金融商品は原則と

してすべて時価で評価しているため、

中間貸借対照表計上額と時価との差額

はありません。

  

２.時価の算定方法 ○投資信託受益証券

（重要な会計方針に係る事項に関する

注記）に記載しております。

 ○派生商品評価勘定

(デリバティブ取引等に関する注記)に

記載しております。

 ○コール・ローン等の金銭債権及び金

銭債務

これらの科目は短期間で決済されるた

め、帳簿価額は時価と近似しているこ

とから、当該帳簿価額を時価としてお

ります。

  

３.金融商品の時価等に関する事項に

ついての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づ

く価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれて

おります。当該価額の算定においては

一定の前提条件等を採用しているた

め、異なる前提条件等によった場合、

当該価額が異なることもあります。

また、デリバティブ取引に関する契約

額等は、あくまでデリバティブ取引に

おける名目的な契約額または計算上の

想定元本であり、当該金額自体がデリ

バティブ取引の市場リスクの大きさを

示すものではありません。
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（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

種類

第3期中間計算期間(平成27年11月12日現在)

契約額等（円）

時価（円） 評価損益（円）
 

うち
1年超

市場取引以外の取引     

 為替予約取引     

 買建 26,901,720 0 26,842,725 △58,995

　　米ドル 26,901,720 0 26,842,725 △58,995

合計 26,901,720 0 26,842,725 △58,995
 

（注）時価の算定方法

・為替予約取引

1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場

合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合は、発表されている対顧客先物相場のうち

当該日に最も近い前後の日の対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合は、当該日に最も近い発表されている対

顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価してお

ります。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

 

（元本の移動）

区分
第3期中間計算期間
自 平成27年 5月13日
至 平成27年11月12日

投資信託財産に係る元本の状況  

期首元本額 1,493,076,464円

期中追加設定元本額 664,576,083円

期中一部解約元本額 257,385,021円
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２ 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

※以下の内容に訂正・更新します。

 

 平成27年11月30日現在

Ⅰ　資産総額 2,658,957,226円

Ⅱ　負債総額 4,903,923円

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,654,053,303円

Ⅳ　発行済口数 1,927,448,890口

Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3770円

　　1万口当たり純資産額 13,770円
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第三部 【委託会社等の情報】

 

第１ 【委託会社等の概況】

 

１ 【委託会社等の概況】

①　資本金の額

＜訂正前＞

(ⅰ)資本金の額(平成27年８月12日現在)

(略)

 
＜訂正後＞

(ⅰ)資本金の額(平成28年２月12日現在)

(略)

 

２ 【事業の内容及び営業の概況】

(略)

＜訂正前＞

  (平成27年５月29日現在)

ファンドの種類 本　数 純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託 38 113,013

単位型株式投資信託 ６ 30,236
 

 

＜訂正後＞

  (平成27年11月30日現在)

ファンドの種類 本　数 純資産総額(百万円)

追加型株式投資信託 38 164,869

単位型株式投資信託 ５ 21,595
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３ 【委託会社等の経理状況】

※以下の内容に訂正・更新します。

 

(1)　財務諸表の作成方法について

委託会社であるＳＢＩアセットマネジメント株式会社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関

する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)、ならびに同規則第２条の規定に基づ

き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）により作成しております。

また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第

38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日

内閣府令第52号）に基づき作成されております。

なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第29期事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27

年３月31日）の財務諸表について、及び第30期事業年度の中間会計期間（自 平成27年４月1日 至 平成27年９月30

日）の中間財務諸表について、優成監査法人により監査を受けております。
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(1) 【貸借対照表】

 

区分
注記
番号

第28期 第29期

(平成26年３月31日現在) (平成27年３月31日現在)

金額
(千円)

構成比
(％)

金額
(千円)

構成比
(％)

(資産の部)      

Ⅰ．流動資産      

　　預金  466,990  664,366  

　　前払費用  2,256  2,725  

　　未収委託者報酬  189,317  231,804  

　　未収運用受託報酬  8,934  7,007  

　　未収投資顧問料 *２ 9,680  6,513  

　　繰延税金資産  1,461  5,112  

　　その他  6,250  8,740  

　　流動資産合計  684,891 81.2 926,271 85.5

Ⅱ．固定資産      

　　有形固定資産      

　　　器具備品 *１ 521  2,849  

リース資産 *１ 1,882  1,255  

　　有形固定資産合計  2,404 0.3 4,103 0.4

　　無形固定資産      

　　　電話加入権  67  67  

ソフトウェア  643  3,499  

　　　商標権  1,301  1,217  

　　無形固定資産合計  2,011 0.2 4,783 0.4

　　投資その他の資産      

　　　関係会社株式  127,776  127,776  

　　　長期差入保証金 *２ 26,819  20,822  

　　投資その他の資産合計  154,595 18.3 148,598 13.7

　　固定資産合計  159,011 18.8 157,486 14.5

　資産合計  843,902 100.0 1,083,757 100.0
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区分
注記
番号

第28期 第29期

(平成26年３月31日現在) (平成27年３月31日現在)

金額
(千円)

構成比
(％)

金額
(千円)

構成比
(％)

(負債の部)      

Ⅰ．流動負債      

　　預り金  642  627  

　　未払金  105,812  144,339  

　　(未払手数料)  (88,074)  (118,719)  

　　未払法人税等  30,344  66,503  

　　未払消費税等  7,984  21,882  

　　リース債務  657  685  

　　流動負債合計  145,441 17.2 234,038 21.6

Ⅱ．固定負債      

　　リース債務  1,400  714  

　　固定負債合計  1,400 0.2 714 0.1

　負債合計  146,842 17.4 234,753 21.7

(純資産の部)      

Ⅰ．株主資本      

　１　資本金  400,200 47.4 400,200 36.9

　２　利益剰余金      

　　　利益準備金  30,012  30,012  

　　　その他利益剰余金  266,847  418,792  

　　　　繰越利益剰余金  266,847  418,792  

　　　利益剰余金合計  296,859 35.2 448,804 41.4

　　　株主資本合計  697,059 82.6 849,004 78.3

　純資産合計  697,059 82.6 849,004 78.3

　負債・純資産合計  843,902 100.0 1,083,757 100.0
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(2) 【損益計算書】

区分
注記
番号

第28期 第29期

自 平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

自 平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

内訳
金額

（千円）
百分比
(％)

内訳
金額

（千円）
百分比
(％)

Ⅰ　営業収益        

　　　委託者報酬  954,989   1,343,658   

　　　運用受託報酬  29,903   41,494   

　　　投資顧問料  42,026 1,026,919 100.0 27,569 1,412,722 100.0

Ⅱ　営業費用        

　　　支払手数料  533,240   837,387   

　　　広告宣伝費  1,546   1,537   

　　　調査費  22,204   24,235   

　　　(調査費)  (22,204)   (24,235)   

　　　委託計算費  68,595   72,482   

　　　営業雑経費  17,508   20,912   

　　　(通信費)  (1,021)   (863)   

　　　(印刷費)  (14,150)   (17,747)   

　　　(協会費)  (1,615)   (1,723)   

　　　(諸会費)  (454)   (472)   

　　　(その他営業雑経費)  (266) 643,096 62.6 (105) 956,555 67.7

Ⅲ　一般管理費        

　　　給料  131,402   145,255   

　　　(役員報酬)  (15,083)   (17,000)   

　　　(給料・手当)  (116,318)   (128,255)   

　　　交際費  90   35   

　　　旅費交通費  3,863   3,820   

　　　福利厚生費  15,921   18,435   

　　　租税公課  1,833   2,744   

　　　不動産賃借料  22,283   21,048   

　　　消耗品費  3,640   2,025   

　　　事務委託費  9,963   10,643   

　　　退職給付費用  5,623   6,879   

　　　固定資産減価償却費  1,334   1,617   

　　　諸経費  6,194 202,150 19.7 7,064 219,569 15.5

　営業利益   181,673 17.7  236,597 16.7

Ⅳ　営業外収益        

　　　受取利息  49   188   
     投資有価証券売却益  ―   678   

　　　雑収入  221 271 0.0 24 890 0.1

Ⅴ　営業外費用        

　　　支払利息  100   73   

為替差損  1   4   

　　　投資有価証券売却損  ―   726   

　　　雑損失  0 102 0.0
17.7

18 823 0.1

　経常利益   181,842  236,664  

Ⅵ　特別利益        

投資有価証券償還益  15,240 15,240 1.5 ― ― 0.0

Ⅶ　特別損失        

　　　投資有価証券売却損  9 9 0.0 ― ― 0.0

税引前当期純利益   197,073 19.2  236,664 16.8

法人税、住民税及び事業税   49,873 4.9  88,371 6.3
 法人税等調整額   2,463 0.2  △3,651 △0.3

　当期純利益   144,736 14.1  151,944 10.8
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(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

(単位：千円)
 

 

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

利 益 剰 余 金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等
合計利益準備金

そ の 他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

当期首残高 400,200 30,012 122,111 152,123 552,323 12,631 12,631 564,954

当期変動額         

剰余金の配当         

当期純利益 ―  144,736 144,736 144,736   144,736

株主資本以外の項目の
当期の変動額（純額）

     △12,631 △12,631 △12,631

当期変動額合計 ―  144,736 144,736 144,736 △12,631 △12,631 132,104

当期末残高 400,200 30,012 266,847 296,859 697,059 ― ― 697,059
 

 

当事業年度（自　平成26年４月１日 至　平成27年３月31日）

(単位：千円)
 

 

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

利 益 剰 余 金

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等
合計利益準備金

そ の 他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

当期首残高 400,200 30,012 266,847 296,859 697,059 ― ― 697,059

当期変動額         

剰余金の配当     0   0

当期純利益 ―  151,944 151,944 151,944   151,944

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

     ― ―  

当期変動額合計 ―  151,944 151,944 151,944 ― ― 151,944

当期末残高 400,200 30,012 418,792 448,804 849,004 ― ― 849,004
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重要な会計方針

１. 有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社株式

移動平均法に基づく原価法

②　その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

２. 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。なお主な耐用年数は、器具備品５-15年であります。

②　無形固定資産

定額法によっております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法によっております。

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

３. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。
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注記事項

(貸借対照表関係)

 

第28期
(平成26年３月31日現在)

第29期
(平成27年３月31日現在)

＊１　有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで

あります。

器具備品 5,177千円

リース資産 1,255千円

合計 6,432千円
 

＊１　有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで

あります。

器具備品 5,312千円

リース資産 1,882千円

合計 7,195千円
 

＊２　関係会社に対する資産及び負債

未収投資顧問料 9,680千円

長期差入保証金 26,765千円
 

 

＊２　関係会社に対する資産及び負債

未収投資顧問料 6,513千円

長期差入保証金 20,768千円
 

 
 

 

(損益計算書関係)

該当事項はありません。
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(株主資本等変動計算書関係)

第28期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
 

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

 

 

 

第29期（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

１．発行済株式に関する事項

 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
 

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

第28期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１.ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

本社における複写機（器具備品）であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

２.オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。

 

 

第29期（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

１.ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

本社における複写機（器具備品）であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

２.オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。

 

　

(金融商品関係)

第28期（自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は資金運用については短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資顧問料は、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。投資有価証券は、投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。
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２．金融商品の時価等に関する事項

平成26年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)を参照くださ

い。）。

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 預金 466,990 466,990 ―

(2) 未収委託者報酬 189,317 189,317 ―

(3) 未収運用受託報酬 8,934 8,934 ―

(4) 未収投資顧問料 9,680 9,680 ―

資産計 674,921 674,921 ―

(1) 未払金 105,812 105,812 ―

(2) リース債務 2,058 2,058 ―

負債計 107,871 107,871 ―
 

 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

　

資産

(1)預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収投資顧問料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を、新規の同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利

率で割り引いた現在価値により算定しております。

 

 

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分 貸借対照表計上額

(1) 子会社株式 127,776

(2) 長期差入保証金 26,819
 

 

(1) 子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時

価開示の対象とはしておりません。

(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であること

から、時価開示の対象とはしておりません。
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（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

 １年以内

預金 466,990

未収委託者報酬 189,317

未収運用受託報酬 8,934

未収投資顧問料 9,680

合計 674,921
 

 

（注４）リース債務の決算日後の返済予定額

 
１年以内
(千円）

１年超２年以内
(千円）

２年超３年以内
(千円）

３年超４年以内
(千円）

４年超５年以内
（千円）

５年超
(千円)

リース債務 657 685 714 ― ― ―
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第29期（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

 

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は資金運用については短期的な預金等に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資顧問料は、顧客の信用リスクに晒されてお

ります。投資有価証券は投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

平成27年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)を参照くださ

い。）。

（単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 預金 664,366 664,366 ―

(2) 未収委託者報酬 231,804 231,804 ―

(3) 未収運用受託報酬 7,007 7,007 ―

(4) 未収投資顧問料 6,513 6,513 ―

資産計 1,083,757 1,083,757 ―

(1) 未払金 144,339 144,339 ―

(2) リース債務 1,400 1,400 ―

負債計 234,753 234,753 ―
 

 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

 

資産

(1)預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収投資顧問料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

(1)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に想定される利

率で割り引いた現在価値により算定しております。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分 貸借対照表計上額

(1) 子会社株式 127,776

(2) 長期差入保証金 20,822
 

 

(1) 子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時

価開示の対象とはしておりません。

(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であること

から、時価開示の対象とはしておりません。

 

（注３）金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

 １年以内

預金 664,366

未収委託者報酬 231,804

未収運用受託報酬 7,007

未収投資顧問料 6,513

合計 909,692
 

 

（注４）リース債務の決算日後の返済予定額

 
１年以内
(千円）

１年超２年以内
(千円）

２年超３年以内
(千円）

３年超４年以内
(千円）

４年超５年以内
（千円）

５年超
(千円)

リース債務 685 714 ― ― ― ―
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(有価証券関係)

第28期(平成26年３月31日現在)

１．その他有価証券

該当事項はありません。

 

 

第29期(平成27年３月31日現在)

１．その他有価証券

該当事項はありません。

 

 

(デリバティブ取引関係)

第28期(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

 

第29期(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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(退職給付関係)

 

第28期
自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

第29期
自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、平成14年７月に退職一時金制度から確

定拠出年金制度に移行するとともに、平成15年２

月より総合設立型の厚生年金基金に加入しており

ます。

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、平成14年７月に退職一時金制度から確

定拠出年金制度に移行するとともに、平成15年２

月より総合設立型の厚生年金基金に加入しており

ましたが、平成27年２月18日に基金の代議員会に

おいて基金脱退の承認をうけ、平成27年３月31日

に同基金より任意脱退いたしました。これにとも

なう当事業年度における脱退一時金等の支払コス

トは軽微なものであります。

２．退職給付債務に関する事項

確定拠出年金制度への移行により、従来の退職

給付引当金残高は全額取り崩しております。

２．退職給付債務に関する事項

同左

３．退職給付費用に関する事項

勤務費用等(注１) 2,937千円

　退職給付費用計 2,937千円

その他(注２) 2,685千円

合計 5,623千円
 

３．退職給付費用に関する事項

勤務費用等(注１) 4,315千円

　退職給付費用計 4,315千円

その他(注２) 2,564千円

合計 6,879千円
 

(注１)　総合設立型厚生年金基金に対する拠出額

2,937千円は勤務費用に含めております。

(注２)　「その他」は確定拠出年金に対する掛金

支払額であります。

(注１)　総合設立型厚生年金基金に対する拠出額

4,315千円は勤務費用に含めております。

(注２)　「その他」は確定拠出年金に対する掛金

支払額であります。

４．厚生年金基金の年金資産の額

当社は複数事業主制度による総合設立型の厚生

年金基金(関東ＩＴソフトウェア厚生年金基金)に

加入しております。同年金基金に関する事項は次

の通りであります。なお、関東ＩＴソフトウェア

厚生年金基金は平成17年10月に東京都小型コン

ピュータソフトウェア産業厚生年金基金から名称

変更しております。

４．厚生年金基金の年金資産の額

当社は複数事業主制度による総合設立型の厚生

年金基金(関東ＩＴソフトウェア厚生年金基金)に

加入しております。同年金基金に関する事項は次

の通りであります。なお、関東ＩＴソフトウェア

厚生年金基金は平成17年10月に東京都小型コン

ピュータソフトウェア産業厚生年金基金から名称

変更しております。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成25年３

月31日現在）

①年金資産 222,956,639千円

②年金財政計算上の

給付債務

 

206,135,147千円

③差引額 16,821,492千円
 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項（平成26年３

月31日現在）

①年金資産 252,293,875千円

②年金財政計算上の数理

債務の額と最低責任準備

金の額との合計額

227,330,857千円

③差引額 24,963,018千円
 

(2) 制度全体に占める当社の加入員数割合（平成25

年３月31日現在）

当社の加入員数割合　　　0.02％

(2) 制度全体に占める当社の加入員数割合（平成26

年３月31日現在）

当社の加入員数割合　　　0.03％

(3) 補足説明

上記の差引額16,821,492千円の内訳は、平成

25年度不足金10,082,271千円、及び平成25年度

剰余金26,903,764千円であり、本制度における

過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等

償却であります。

 

(3) 補足説明

上記の差引額24,963,018千円の内訳は、平成

26年度剰余金5,630,204千円、及び平成26年度別

途積立金19,332,813千円であり、本制度におけ

る過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均

等償却であります。
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(税効果会計関係)

 

第28期
平成26年３月31日現在

第29期
平成27年３月31日現在

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産  

　電話加入権 510千円

　関係会社株式評価損 22,248

 その他 1,461

繰延税金資産小計 24,220

　評価性引当額 △22,758

繰延税金資産合計 1,461

  

  
 

　

１.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

繰延税金資産  

　電話加入権 462千円

　関係会社株式評価損 20,188

 未払事業税 4,199

 その他未払税金 539

　その他 374

繰延税金資産小計 25,763

　評価性引当額 △20,651

繰延税金資産合計 5,112
 

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原

因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率 38.01％

永久差異 0.02％

評価性引当金の増減 △11.45％

その他 △0.02％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.56％
 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間に重要な差異があるときの、当該差異原

因となった主要な項目別の内訳

 

当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の

法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の

100分の５以下であるため注記を省略しておりま

す。

３．法定実効税率の変更による繰延税金資産の金額の

修正

 

該当事項はありません。

３．法定実効税率の変更による繰延税金資産の金額の

修正

平成27年度税制改正法（「所得税法等の一部を改

正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法

律」及び関連する政省令）が平成27年３月31日に公

布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及

び繰延税金負債の計算（ただし、平成27年４月１日

以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税

率は、前事業年度の38.01%から、回収又は支払が見

込まれる期間が平成27年４月１日から平成28年３月

31日までのものは33.10%、平成28年４月１日以降の

ものについては32.34%にそれぞれ変更されておりま

す。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の

金額を控除した金額）が392千円減少し、当事業年

度に計上された法人税等調整額が392千円減少して

おります。
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（セグメント情報）

第28期
自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

第29期
自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

１．セグメント情報

当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単

一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

１．セグメント情報

同左

２．関連情報

（1）製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業

収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

（2）地域ごとの情報

①売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益

計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの

売上高の記載を省略しております。

②有形固定資産

本邦以外に所在している固定資産がないため、該

当事項はありません。

（3）主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高

の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。

２．関連情報

（1）製品及びサービスごとの情報

同左

 

 

（2）地域ごとの情報

①売上高

同左

 

 

②有形固定資産

同左

 

（3）主要な顧客ごとの情報

同左

３. 報告セグメントごとの減損損失に関する情報

該当事項はありません。

３．報告セグメントごとの減損損失に関する情報

同左

４. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却

残高に関する情報

該当事項はありません。

４. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却

残高に関する情報

同左

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する

情報

該当事項はありません。

５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する

情報

同左
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(関連当事者情報)

第28期　(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

 

１.関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関係
取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

子会社

ＳＢＩファンドマ

ネジメントカンパ

ニーエスエー

ルクセンブル

グ大公国：ル

クセンブルグ

118
ファンドの

管理会社

(所有)

直接

100％

管理会社に対する

ファンドに関する投

資助言業務

 

役員の兼任

投資顧問

料の受取
42,026

未収投

資顧問

料

9,680

 

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．投資顧問料の料率については、市場の実勢料率を勘案して合理的に決定しております。

３．ＳＢＩファンドマネジメントカンパニーエスエーは平成26年３月13日に増資を行っております。

 

（イ）財務諸表提出会社のその他の関係会社（会社等に限る。）等

種類
会社等の名称
又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(%)

関連当事者との関係
取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末
残高
(千円)

その他

の関係

会社

ＳＢＩホールディ

ングス株式会社
東京都港区 81,681

グループの

統括・運営

(所有)

間接

49.2％

サービスの提供

役員の兼任

事務所等

の賃借
22,283

長期差

入保証

金

26,765

 

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．事務所等の賃貸については、一般的取引条件と同様に決定しております。

 

 

 

２.親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

モーニングスター株式会社（東京証券取引所　ジャスダック市場）
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第29期　(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

 

１.関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連当事者との関係
取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

子会社

ＳＢＩファンドマ

ネジメントカンパ

ニーエスエー

ルクセンブル

グ大公国：ル

クセンブルグ

118
ファンドの

管理会社

(所有)

直接

100％

管理会社に対する

ファンドに関する投

資助言業務

 

役員の兼任

投資顧

問料の

受取

 27,569

未収投

資顧問

料

6,513

 

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．投資顧問料の料率については、市場の実勢料率を勘案して合理的に決定しております。

 

（イ）財務諸表提出会社のその他の関係会社（会社等に限る。）等

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金又

は出資金

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(%)

関連当事者との関係
取引の

内容

取引

金額

(千円)

科目

期末

残高

(千円)

その他

の関係

会社

ＳＢＩホールディ

ングス株式会社
東京都港区 81,681

グループの

統括・運営

(所有)

間接

49.66％

サービスの提供

役員の兼任

事務所

等の賃

借

21,048

長期差

入保証

金

20,768

 

(注) １．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．事務所等の賃借については、一般的取引条件と同様に決定しております。

 

 

２.親会社又は重要な関連会社に関する注記

（１）親会社情報

モーニングスター株式会社（東京証券取引所　ジャスダック市場）
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(１株当たり情報)

 

 
第28期

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

第29期
自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

１株当たり純資産額 19,045円35銭 23,196円84銭

１株当たり当期純利益 3,954円55銭 4,151円48銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。
 

(注)１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
第28期

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

第29期
自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日

当期純利益(千円) 144,736 151,944

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 144,736 151,944

期中平均株式数(株) 36,600 36,600
 

 

(重要な後発事象)

第28期(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

該当事項はありません。

 

第29期(自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)

該当事項はありません。
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中間財務諸表

(１)中間貸借対照表

 (単位：千円)

 
第30期中間会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部  

　流動資産  

　　現金及び預金 758,544

　　前払費用 4,000

　　未収委託者報酬 280,622

　　未収運用受託報酬 7,929

　　未収投資顧問料 1,387

　　繰延税金資産 4,728

　　その他 11,520

　　流動資産合計 1,068,733

　固定資産  

　有形固定資産  

　　器具備品 ※1 3,332

　　有形固定資産合計 3,332

　無形固定資産  

　　電話加入権 67

　　ソフトウェア 3,228

　　商標権 1,395

　　無形固定資産合計 4,691

　投資その他の資産  

　　関係会社株式 127,776

　　長期差入保証金 20,822

　　投資その他の資産合計 148,598

　固定資産合計 156,622

資産合計 1,225,355
 

 

EDINET提出書類

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

40/51



 

 (単位：千円)

 第30期中間会計期間

 (平成27年９月30日)

負債の部  

　流動負債  

　　預り金 1,043

　　未払金 168,766

　　　未払手数料 145,230

　　未払法人税等 64,181

　　未払消費税等 ※2 15,786

　　リース債務 700

　　流動負債合計 250,478

　固定負債  

　　リース債務 361

　　固定負債合計 361

　負債合計 250,839

純資産の部  

　株主資本  

　　資本金 400,200

　　利益剰余金  

　　　利益準備金 30,012

　　　その他利益剰余金  

　　　　繰越利益剰余金 544,303

　　　　その他利益剰余金合計 544,303

　　　利益剰余金合計 574,315

　　株主資本合計 974,515

　純資産合計 974,515

負債純資産合計 1,225,355
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(２)中間損益計算書

 (単位：千円)

 
第30期中間会計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

営業収益 　

　委託者報酬 850,407

　運用受託報酬 21,743

　投資顧問料 2,771

　営業収益合計 874,921

営業費用 572,525

一般管理費 ※ 114,706

営業利益 187,689

営業外収益  106

営業外費用  100

経常利益 187,695

税引前中間純利益 187,695

法人税、住民税及び事業税 61,799

法人税等調整額 384

法人税等合計 62,184

中間純利益 125,511
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注記事項

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式

移動平均法に基づく原価法

２．固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。なお主な耐用年数は、器具備品５－15年であります。

②無形固定資産

定額法によっております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。

４．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

 

(中間貸借対照表関係)

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 第30期中間会計期間

 （平成27年９月30日）

器具備品 5,033千円
 

 

※２ 消費税及び地方消費税の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。

 

（中間損益計算書関係）

 

※  減価償却実施額

 第30期中間会計期間

 
(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

有形固定資産 527千円

無形固定資産 550
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(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産

本社におけるプリンタ複合機であります。

②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

（金融商品関係）

金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)参照）。

 

第30期中間会計期間（平成27年９月30日）

 
中間貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

(1) 現金及び預金 758,544 758,544 ―

(2) 未収委託者報酬 280,622 280,622 ―

(3) 未収運用受託報酬 7,929 7,929 ―

(4) 未収投資顧問料 1,387 1,387 ―

資産計 1,048,483 1,048,483 ―

未払金 168,766 168,766 ―

負債計 168,766 168,766 ―
 

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬 (4)未収投資顧問料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 

負債

未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分

 
中間貸借対照表計上額

（千円）

(1) 関係会社株式 127,776

(2) 長期差入保証金 20,822
 

(1) 関係会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

時価開示の対象とはしておりません。

(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であること

から、時価開示の対象とはしておりません。

 

（有価証券関係）

子会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式 127,776千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極

めて困難と認められることから、記載しておりません。

 

（セグメント情報等）

第30期中間会計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）

（セグメント情報）

当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（関連情報）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載

を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上高の

記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ

ん。

 

（報告セグメントごとの減損損失に関する情報）

該当事項はありません。

 

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

該当事項はありません。

 

（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり純資産及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項    目
第30期中間会計期間

（平成27年９月30日）

１株当たり純資産額 26,626円12銭

（算定上の基礎）  

純資産の部の合計額（千円） 974,515

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ―

普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 974,515

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数（株） 36,600
 

 

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項    目

第30期中間会計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

１株当たり中間純利益金額 3,429円27銭

（算定上の基礎）  

中間純利益金額（千円） 125,511

普通株主に帰属しない金額（千円） ―

普通株式に係る中間純利益金額（千円） 125,511

普通株式の期中平均株式数（株） 36,600
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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第２【その他の関係法人の概況】

 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

＜訂正前＞

 名　　　　称
資本金の額

(平成27年3月末日現在)
事業の内容

受託会社 株式会社りそな銀行 279,928百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律(兼営法)に基づき信託業

務を営んでいます。

再信託受託

会社

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社
51,000百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律(兼営法)に基づき信託業

務を営んでいます。

販売会社

株式会社ＳＢＩ証券 47,937百万円

「金融商品取引法」に定め

る第一種金融商品取引業を

営んでいます。

髙木証券株式会社 11,069百万円

立花証券株式会社 6,695百万円

エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円

むさし証券株式会社 5,000百万円

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円

楽天証券株式会社 7,495百万円

カブドットコム証券株式会社 7,196百万円

株式会社りそな銀行 279,928百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律(兼営法)に基づき信託業

務を営んでいます。

株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円 銀行法に基づき、銀行業を

営んでいます。株式会社近畿大阪銀行 38,971百万円

投資顧問

会社

モーニングスター・アセット・マネ

ジメント株式会社
30百万円

「金融商品取引法」に定め

る金融商品取引業として投

資助言・代理業を営んでい

ます。
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＜訂正後＞

 名　　　　称
資本金の額

(平成27年9月末日現在)
事業の内容

受託会社 株式会社りそな銀行 279,928百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律(兼営法)に基づき信託業

務を営んでいます。

再信託受託

会社

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社
51,000百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律(兼営法)に基づき信託業

務を営んでいます。

販売会社

株式会社ＳＢＩ証券 47,937百万円

「金融商品取引法」に定め

る第一種金融商品取引業を

営んでいます。

髙木証券株式会社 11,069百万円

立花証券株式会社 6,695百万円

エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円

むさし証券株式会社 5,000百万円

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円

楽天証券株式会社 7,495百万円

カブドットコム証券株式会社 7,196百万円

株式会社りそな銀行 279,928百万円

銀行法に基づき銀行業を営

むとともに、金融機関の信

託業務の兼営等に関する法

律(兼営法)に基づき信託業

務を営んでいます。

株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円 銀行法に基づき、銀行業を

営んでいます。株式会社近畿大阪銀行 38,971百万円

投資顧問

会社

モーニングスター・アセット・マネ

ジメント株式会社
30百万円

「金融商品取引法」に定め

る金融商品取引業として投

資助言・代理業を営んでい

ます。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
 

 

 

平成27年12月24日
 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

取締役会　　御中
 

 

か え で 監 査 法 人  

 指 定 社 員
公認会計士　山下章太 印

 業務執行社員

 指 定 社 員
公認会計士　佐武　伸 印

 業務執行社員
 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

げられているＥＸＥ－ｉ グローバル中小型株式ファンドの平成27年5月13日から平成27年11月12日までの中間計算期間

の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ

た。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定

し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務

諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ＥＸＥ－ｉ グローバル中小型株式ファンドの平成27年11月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する

中間計算期間（平成27年5月13日から平成27年11月12日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。

 

利害関係

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定

により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 
 

※　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

　２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
 

 

次へ
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独立監査人の中間監査報告書
 

 

 

平成27年11月25日
 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

取締役会　御中
 

 

優成監査法人  
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　 小松　亮一

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士 　 中田　啓

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

掲げられているＳＢＩアセットマネジメント株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第30期事業年度

の中間会計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

　

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有

用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明

することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を

行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定

し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の

一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務

諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続

が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法

人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な

情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに

経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、ＳＢＩアセットマネジメント株式会社の平成27年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計

期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

 
 

※　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

平成27年６月12日
 

ＳＢＩアセットマネジメント株式会社

取　　締　　役　　会　　　御中
 

 

優　 成　 監　 査　 法　 人  
 

 

指定社員
業務執行社員 公認会計士 　 小　松　亮　一

 

 

指定社員
業務執行社員 公認会計士 　 中　田　　　啓

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

掲げられているＳＢＩアセットマネジメント株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第29期事業年度

の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について

監査を行った。

 

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、

これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監

査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。

財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検

討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も

含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＳＢＩ

アセットマネジメント株式会社の平成27年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 
 

※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

　２．XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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